
マネジメント

人権の尊重

人権に対する基本的な考え方

当社グループは、以下国際規範に準拠した「 」を定めています。

＜準拠した国際規範＞

「 」において、すべての人の尊厳と権利を尊重し、人種、性別、宗教
など、事由の如何を問わず、不当な差別を一切行わないことを定めています。
日本国内においては、社内イントラで国内グループの全従業員が閲覧できる「コンプライアンスガイドブック」に「人権尊重」
の項目を設け、一人ひとりの人格・人権を尊重し、心理的に安全な職場づくりを推進することなどを明言しています。また、従
業員が実践すべきポイントとして、性別、年齢、国籍、人種、思想、信条、宗教、学歴、出身、疾患、障がい、性的指向・性自
認（LGBTQ＋※を含む）などを理由に、不公正な処遇をしないこと、ハラスメントや差別、いじめ、嫌がらせなど、人格や人権
を侵害する行為を行わないことを明記しています。
また、サプライヤーにも環境保全、人権尊重、労働安全衛生の確保などCSRの取り組み状況を確認するアンケートを実施し、人
権に関する理解を深めてもらっています。



人権啓発推進体制

当社グループは、「人権の尊重並びに雇用・労働に関するグローバルポリシー」に基づき、当社国内グループにおける人権啓発
推進活動の推進体制および人権研修に関する基本事項を定めるために「人権啓発推進規則」を制定しています。
同規則に基づき、全社的な人権啓発推進施策の企画および推進についての審議機関として、代表取締役を委員長とする人権啓発
推進委員会を設置しています。また、本部委員、部門別委員、地区別委員が中心となって、役員・従業員を対象とした社内研修
などを開催し、人権啓発およびダイバーシティ推進に取り組んでいます。

トップ サステナビリティ マネジメント 人権の尊重

人権の尊重並びに雇用・労働に関するグローバルポリシー

「世界人権宣言」
「労働における基本的原則および権利に関する宣言」（国際労働機関）
「グローバル・コンパクト」（国連）
「ビジネスと人権に関する指導原則」（国連）

人権の尊重並びに雇用・労働に関するグローバルポリシー

持続可能なサプライチェーンの構築
LGBTQ＋：本レポートでは、セクシュアル・マイノリティの人たちを表す総称であるLGBTにQ（Questioning：自身の性のありかたを決めな
い・わからない人）や言葉では表現しきれない、性の多様性を表す＋（プラス）を追加して表記しています。

※
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人権啓発研修は、人権啓発推進委員会事務局が年度計画を立て、人権啓発推進委員会委員長・本部委員の承認を得て進めていま
す。
2024年度は、新入社員に対し人権全般に関する研修を実施するとともに、当社国内グループの全従業員を対象に「パワーハラス
メント」についてのe-ラーニングによる研修を実施することで、ハラスメント防止に向けた意識向上と対応等について更なる理
解を図りました。
さらに、当社が会員となっている人権関連の社外団体が企画している外部講習へ計画的に地区別委員が参加するなど、人権啓発
の知見習得に努めました。

当社グループでは、毎年12月の人権週間に先立って人権標語を募集し、人権意識を高めています。
2024年度は、北米、欧州、アジア、日本の10グループ会社から456作品の応募がありました。各グループ会社が選んだローカル
優秀作品のなかから、人権啓発推進委員会メンバーが「ダイバーシティと人権」をテーマに、独創性、わかりやすさ、啓発効果
等を基準にグローバル優秀作品を選出しました。
受賞作品は、当社グループが企画する各種イベントで活用していきます。

人権啓発研修

田辺三菱製薬株式会社の略称※

人権標語の募集

グローバル優秀作品「Every Voice Matters, Every Right Counts, Equity for All.」

受賞者：Awat Satawanichapongさん（Mitsubishi Tanabe Pharma（Thailand）Co.,Ltd.）

作品への思い
今回の受賞を大変光栄に思います。私は、特定の基準で判断することなく、組織や社会のあらゆる声に真摯に耳を傾け、
継続的にアドボカシーとプロモーションを行うことで、初めて多様性と人権の尊重が実現できると確信しています。これ
により、すべての声を本当に聞き、伝えることができます。
そうすることで、誰もが平等で包括的な世界の構築に参加することができます。スローガンに反映されているように、す
べての声が重要で、すべての権利が重要で、すべての人に公平性があります。真の平等が達成されたとき、人々はそれを
受け入れ、理解するために心を開き、誠実さと尊敬をもって互いの人間性を包み込むでしょう。

Awat Satawanichapongさん（写真 右）と Mitsubishi Tanabe
Pharma（Thailand）Co.,Ltd.の田中社長（写真 左）
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当社グループでは、人権侵害に関与・加担することのないよう各国や地域の法令、各社規程などに基づき、事業活動を展開して
います。万一、人権侵害が発生した場合は、早期に問題を解決するよう努めています。
2024年度は、2025年2～3月にかけて、当社グループ（海外を含む）11社を対象とした人権セルフアセスメントを実施しまし
た。各社の人権リスクの把握、前回のセルフアセスメントで特定した人権リスクが改善されているかの確認を目的とし、各社の
回答を集計、前回のアセスメント結果と比較・検証し、取り組み状況を確認しました。

当社グループの採用選考においては、基本的人権を尊重し、応募者本人の適性や能力とは関係のない国籍・出身地・性別・性的
指向・性自認・家族状況・信条などによらず、経験・能力・適性・関心に焦点をあてた公正な選考を行うことを基本的な考え方
としています。
選考過程では、人権を侵害する可能性がある不適切な質問をすることなく、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を
実施しています。なお、新卒採用や学生向けインターンシップ用のエントリーシート、およびキャリア採用での選考登録用紙に
おいて性別記載を求めていません。

人権デュー・デリジェンス※

人権デュー・デリジェンスは人権に関する悪影響を認識、防止、対処するためのプロセス。※

人権デュー・デリジェンスのプロセス

採用における人権配慮
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マネジメント

研究開発倫理

研究段階での動物実験における倫理的配慮

医薬品の研究開発では、その有効性と安全性を確認するために動物実験が必要かつ唯一の手段となる場合があります。しかし、
動物実験は動物の生命または身体の犠牲を伴うものであり、倫理的な配慮が必要不可欠です。当社では「動物実験等の適正な実
施に関する要領」を制定し、法令および指針を遵守し、動物福祉に十分配慮したうえで、すべての動物実験を実施しています。
当社のポリシー、取り組み状況は「 」に掲載しています。

「すべての生命へのリスペクトが創薬活動の土台」であることを今一度従事者一同心に刻み、引き続きヒトと動物のウェルビー
イングに貢献していきます。

研究倫理審査委員会の取り組み

より有効で安全な医薬品を創製するために、患者さんから提供いただいた試料（組織や細胞など）や情報（診療情報など）を用
いる創薬研究の重要性が高まってきています。このような研究の実施にあたっては、適切な患者さんの自由意志による同意(イン
フォームド・コンセント)、試料提供者の負担の軽減、個人情報の保護など、倫理的に十分な配慮が必要です。
当社は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省・経済産業省）」に準拠した倫理
審査委員会として「ヒト組織研究等倫理審査委員会」を設置し、研究計画の倫理的妥当性や科学的合理性を慎重に審査していま
す。審査の公正性・中立性を確保するために社外の方にも委員として加わっていただき、さまざまな意見を尊重して適正な審査
が可能な体制としています。また、厚生労働省が設置する研究倫理審査委員会報告システムを通じて、委員名簿、委員会諸規定
および議事の概要を公表し、透明性の確保に努めています。

臨床における人権・生命倫理への配慮

当社が実施するすべての臨床試験において、ヘルシンキ宣言の精神をもとに定められたICH-GCP（医薬品の臨床試験の実施に関
する基準）を遵守しています。
当社は、臨床試験への参加者の人権の保護、安全の保持および福祉の向上に対する配慮が何よりも優先されるよう、実施計画書
を検討し、患者さんの自由意志による同意（インフォームド・コンセント）のもと、実施国の法令や社内基準および実施計画書
に従って試験を実施することで、倫理的、科学的妥当性が確保されるよう努めています。
また、臨床試験が適正に実施されていることを確認するとともに、適切に監査を実施し、臨床試験データが信頼できることを保
証する体制を整えています。





トップ サステナビリティ マネジメント 研究開発倫理

動物実験に関する情報公開

臨床試験情報

公的研究費不正使用および研究不正に対する社内体制の整備
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マネジメント

コンプライアンス

コンプライアンス推進体制

当社グループでは、グループコンプライアンス推進規則を定め、コンプライアンス推進委員会を中心とした推進体制を構築して
います。各本部、グループ会社にコンプライアンス推進責任者を任命し、迅速に情報が共有されるための報告体制の整備、教育
などの諸施策を実施しています。北米、欧州、中国、韓国、台湾、アセアン、イスラエルに所在する海外拠点では、グループ共
通のコンプライアンス・プログラムに沿って、文化、法令、商習慣など、各国の価値観を考慮しつつ、コンプライアンスを推進
しています。
また、日本および海外各地域において、それぞれのコンプライアンス推進担当部署または社外の弁護士・専門機関を窓口とする
内部通報制度を管理・運用しています。

企業行動憲章確認の日

当社グループでは、メドウェイ・品質管理問題（薬事法違反およびGMP省令違反）の反省から、不正行為を二度と繰り返さない
ための取り組みとして、年に1度「企業行動憲章確認の日」を設定し、すべての従業員が行動の原点である企業行動憲章に立ち返
る日と位置付けています。
2024年度も、国内の全職場で毎年開催しているコンプライアンス・ミーティングを実施しました。コンプライアンス・ミーティ
ングはディスカッションを中心とし、コンプライアンス・ガイドブックの読み合わせ、企業行動憲章およびコンプライアンス・
ガイドブック等に則って行動することの宣誓と署名を行いました。海外グループ会社においては、国内同様の内容に、現地独自
の内容を組み込み、工夫して開催しました。

ハラスメントへの対応

当社グループでは、互いの人権を尊重し、安全で快適な職場環境づくりをめざし、2018年に発刊した「ハラスメント防止ガイド
ブック」を2023年1月に改訂。2023年12月に「LGBTQ+ 理解のためのガイドブック」も策定し、従業員への周知を行っていま
す。
社内取り組みとして、全従業員を対象として、2023年度は「セクシュアルハラスメント、アルコールハラスメント防止研修」、
2024年度は「パワーハラスメント防止研修」を実施し、ハラスメントをなくし、働きやすい職場の実現をめざしています。

お客さまの個人情報保護

お客さまの大切な個人情報については、「 」を策定・公表し、個人情報を適切・安全
に取り扱うという基本方針のもと、適正な手段による個人情報の収集および利用目的達成に必要な範囲における個人情報の利用
を行っています。その他、個人情報の管理にあたっては、以下のような取り組みを行っています。

トップ サステナビリティ マネジメント コンプライアンス

プライバシーポリシー：個人情報保護方針

個人情報保護に関する規則の制定・改訂・実施（1）

個人情報漏えい防止に関するマニュアルの作成・改訂・実施（2）

個人情報を取り扱う部門管理者および担当者の設置をはじめとする個人情報保護管理体制の構築（3）

従業員への周知および委託先の管理・監督（4）

会社が保有するIT機器（パソコン・携帯電話など）の厳重なデータ暗号化、および各種セキュリティの実施（5）
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マネジメント

リスクマネジメント

事業活動に伴うリスク管理
当社グループは、「リスクマネジメント規則」を定めて、企業価値の維持、向上を目的にリスクを機会・脅威の両面から想定し
て適切に対策を講じています。万一、リスクが発生した場合には、その損失を最小限にとどめるための体制構築に取り組んでい
ます。この体制を統括する機関として設置しているリスクマネジメント委員会においてリスクマネジメント方針を決め、これに
沿ってグループ全体に影響があり重点的に対応するリスクを管理しています。また、リスクマネジメント活動状況は、定期的に
取締役会へ報告しています。

クライシスマネジメント
当社グループでは、自然災害や感染症の流行、戦争・テロ行為など、事業の継続を脅かす危機に対する事業継続計画を作成・適
宜修正し、それらの危機発生時であっても、患者さんへ医薬品を安定的に供給できるよう対策を講じています。また、危機発生
時の被害状況収集や共有を目的としたプラットホームを運用したり、執行メンバーや危機発生時にも継続が必要な業務の担当者
を対象とする訓練を実施するなど、迅速な意思決定ができる仕組みづくりや実践力の向上にも努めています。

情報セキュリティ
当社は情報セキュリティ事務局を設置し、情報資産管理・インシデント対応を行っています。

情報セキュリティ事務局の主な役割

さらに、当社グループでは、海外事業拡大やITインフラの複雑化に対応し、海外拠点でのセキュリティ成熟度調査、ネットワー
クセキュリティやクラウドサービス利用時のセキュリティチェックを強化するなど、情報および情報通信技術を安全かつ安定的
に活用していく対策を実施しています。また、取引先のセキュリティ状況を確認し、サプライチェーンを含めたセキュリティの
向上に努めています。
上記のようなインシデント発生予防策にあわせて、対応体制やフローを見直すことにより、発生時の被害軽減や早期復旧に備え
ています。

個人情報の漏えい

個人情報の漏えいは、第三者に損害を与えるだけでなく、会社の信用を大きく毀損し、回復しがたい損失を与える可能性があり
ます。
当社グループでは、GDPR をはじめとする個人情報関連法令を遵守するとともに、当社グループの海外展開に合わせて、当社規
則を再点検し、情報の管理を徹底していきます。

テレワークの対応

新しい働き方として定着したテレワークについては、セキュリティを確保しつつより利便性を強化する目的で、新ネットワーク
環境の整備を進めています。

トップ サステナビリティ マネジメント リスクマネジメント

情報管理に関する各種施策の実行および社内各部門に対する指示、要請または勧告
情報管理に関する教育・研修の実施
情報管理に関する従業者からの相談対応
情報管理に関する事故または違反に係る対応の指示、助言、要請、社内調整および報告

※

「EU一般データ保護規則」（GDPR：General Data Protection Regulation）。欧州議会、欧州理事会および欧州委員会が策定した新しい個人
情報保護の枠組みのこと。

※

お客さまの個人情報保護
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マネジメント

公正な事業慣行の推進

公正な事業慣行への取り組み

当社グループの「企業行動憲章」では、高い倫理観を持ち公正かつ誠実であることをすべてに優先し行動することをうたってい
ます。また、「田辺三菱製薬株式会社 コード・オブ・プラクティス」を制定し、活動ごとに以下の自主規範を遵守して活動を
行っています。

コード・オブ・プラクティス

当社が会員会社となっている日本製薬工業協会において、会員会社のすべての役員・従業員が、研究者、医療関係者、患者団
体、卸売業者等との交流において遵守すべき行動基準を策定した「製薬協コード・オブ・プラクティス」が2013年に施行されま
した。
これを受けて、「 」を制定・施行しました。当社および国内グループ会社の
すべての役員・従業員は、医療関係者・医療機関等に対するプロモーション活動のみならず、試験・研究活動、医療関係者以外
に対する情報発信活動、患者団体との協働、卸売業者との関係などの企業活動においても、このコードを遵守することとしてい
ます。
なお、海外グループ会社においては、国際製薬団体連合会コード・オブ・プラクティス（IFPMAコード）に準拠した、各国コー
ドを遵守しています。

トップ サステナビリティ マネジメント 公正な事業慣行の推進

田辺三菱製薬医療用医薬品プロモーションコード
透明性ガイドライン
贈収賄・腐敗行為防止グローバルポリシー
医療用医薬品の販売情報提供活動に関する規則
医療機関等への接遇等ガイドライン など

田辺三菱製薬株式会社 コード・オブ・プラクティス

コード・オブ・プラクティスの位置付け

当社のすべての役員・従業員が対象
グループ会社の役員・従業員も、本コードを遵守
医療関係者・医療機関等に対するプロモーション活動のみ
ならず、それ以外の企業活動でも遵守
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適正なプロモーション活動への取り組み

日本製薬工業協会の製薬協コード・オブ・プラクティス（製薬協コード）では、製薬企業における「プロモーション」とは、
「医療関係者に医薬情報を提供・収集・伝達し、それらに基づき医療用医薬品の適正な使用と普及を図ること」をいい、「会員
会社が実施する医療関係者の処方判断に影響を与える可能性のあるすべての行為を含む」と定義されています。

製薬協「医療用医薬品プロモーションコード」には、会員会社がプロモーションを行ううえでの細則が記載されています。当社
は、プロモーションコードの趣旨に則って当社「医療用医薬品プロモーションコード」を制定し、医療用医薬品の適正な使用と
普及に向けたプロモーションを行っています。
また、厚生労働省が医療用医薬品の適正な販売情報提供活動の規範を定めた「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイド
ライン」の趣旨に則り、当社規定「医療用医薬品の販売情報提供活動に関する規則」を制定しています。
さらに、プロモーション資材および販売情報提供監督部門の活動に対する助言を行う機関として社外委員を含む「適正プロモー
ション監督委員会」を設置し、医療用医薬品の適正使用を推進しています。
なお、医療用医薬品のプロモーションの機会である講演会では、演者向けの事前説明資料を用いて丁寧に説明することで当社グ
ループの講演会適正性を確保しています。

医療用医薬品公正取引協議会では、取引の誘因となるような不当な金品・サービスなど景品類の提供を制限し、事業者間の公正
な競争を確保することを目的に、景品表示法を根拠にした「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正
競争規約」が制定されています。
それを受けて、当社は、「医療機関等への接遇等ガイドライン」を制定し、不当な景品類の提供を制限することにより、医薬品
の適正な使用を歪めることや不当な顧客の誘引を防止し、取引の透明性を高めた行動を行っています。

適正なプロモーション活動へ向けた取り組みを推進するため、販売情報提供活動の監督部門を内部統制推進部に置き、体制を強
化しています。

医療機関等や患者団体との透明性に関する取り組み

革新的な新薬の創出のみならず、医薬品の適正使用のための情報提供・収集のためには、製薬企業と大学や医療機関等との協
業・連携は不可欠です。
しかし、これらの連携活動が盛んになればなるほど、医療機関・医療関係者が特定の企業・製品に深く関与する場面が生じるこ
ともあり、両者の判断に何らかの影響を及ぼしているのではないかとの懸念を持たれる可能性も否定できません。

指針の制定

当社は、企業活動が医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、さらに高い倫理性のもとに行われ
ていることについて、広く社会からご理解をいただくことを目的として、2011年7月に「

」を制定しました。

プロモーションの定義

プロモーション活動の推進

透明性の確保

監督体制

医療機関等に関する取り組み

医療機関等との関係の透明性に関する
指針［PDF：131KB］
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情報公開

当社グループから医療機関などへの支払い実績を2012年度分からホームページで公開し、2019年度分の公開からは、臨床研究
法に遵守した情報公開も実施しています。
欧州または米国の医師や医療関連機関・団体に対する報酬や資金提供につきましても、各国で定めるガイドラインや法律に従
い、適正に情報開示を行っています。



管理体制

2014年8月に「医療・研究機関等との利益相反管理のための指針」を制定し、利益相反上の問題を招かないための原則および利
益相反管理のための体制を定め、適正に運営しています。

製薬企業の活動が患者団体の独立性を尊重する高い倫理性と誠実な行動、相互理解を担保したうえで、患者団体の活動・発展に
寄与していることについて広く社会のご理解をいただくため、2013年1月に「

を定め、2013年度分から患者団体への資金および労務提供、謝礼の実績をホームページなどで公開しています。



贈収賄・腐敗行為防止についての取り組み
ビジネスにおける贈収賄・腐敗行為は、正当な商取引を阻害するだけではなく、反社会的勢力の資金源になるなどの弊害も予想
され、昨今、世界各国において、贈収賄・腐敗行為に対する規制が強化されています。
当社は、これら贈収賄・腐敗行為防止に対する取り組みの更なる強化を目的として、当社グループ会社のすべてに適用される
「 」を制定しています。
本ポリシーにおいて、贈収賄・腐敗行為に対しては「如何なる違反も許さない姿勢」で臨むことを宣言し、贈収賄・腐敗行為を
一切行わないこと、贈収賄・腐敗行為を撲滅するための社内システムを構築・運用することを約束しています。
また、特にリスクが高いと思われる地域・国においては、上記ポリシーの内容をさらに具体化したガイドラインを制定し、各国
の法令および商慣習に従った適切な対応を行っています。
2024年度において当社グループでは、贈収賄・腐敗行為にかかる違反や制裁を伴う案件は発生していません。

反社会的勢力への対応
当社グループは総会屋、暴力団などの反社会的勢力に対して、暴力団排除条例などに従って「恐れない」「資金を提供しない」
「利用しない」を基本方針としています。
取り組みとしては、平素より警察等の外部専門機関との連携のもと、反社会的勢力に関する情報収集や取引先の確認を行ってい
ます。組織として、不当な要求には、「譲らない」「妥協しない」という毅然とした態度で臨むだけでなく、すべての役員およ
び従業員が、あらゆる事業活動で反社会的勢力との関係を排除し、関係法令の遵守徹底と社会倫理に適合した行動を徹底してい
ます。

知的財産権の保護
当社グループでは、新たな医療機会を提供するための基盤として、知的財産ポリシーを定め、グローバルに競争力ある知的財産
を適切に保護し、有効に活用しています。特許、商標などの知的財産権の出願、権利化および維持管理を適切に行うほか、事業
戦略、研究開発戦略と一体となった知的財産戦略を推進し、研究初期段階だけでなく、製品のライフサイクルに合わせた適切な
時期に自社の権利を確立するよう努めています。その結果、当社グループでは、739件の特許（登録済件数）を保有しています
（2025年3月末時点）。
また、第三者の権利調査などを通じて知的財産リスクの管理を行うことで、第三者の有効な知的財産権を尊重するとともに、第
三者による当社知的財産権の侵害のおそれがある場合には状況に応じた法的措置をとるなど、当社グループの知的財産権を保
護、活用するための体制づくりにも取り組んでいます。
なお、当社グループでは原則として、世界中の貧困地域での医療アクセスに資するため、国連の定める後発開発途上国（LDC）
においては、特許権を行使しておりません。

医療機関等との関係の透明性に関する取り組みについて

患者団体等に関する取り組み

患者団体との関係の透明性に関する指針［PDF：
97KB］

患者団体との関係の透明性に関する取り組みについて

田辺三菱製薬グループ贈収賄・腐敗行為防止グローバルポリシー
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